
１．開会のことば

２．理事長あいさつ
３．議長の選出

４．議事録署名人及び書記の指名（任命）

５．報告事項

報告事項 第３回総会以降の経過報告について

６．議決事項
議案第１号 令和６年度補正収支予算について

議案第２号 令和７年度収支予算について

議案第３号 事業計画の変更（第２回）について

７．説明事項
（１）和光北インター周辺地域の

まちづくりコンセプトについて
（２）今後の事業の執行について

８．閉会のことば

和光北インター東部地区土地区画整理組合

組合だより 令和７年３月発行

第６号

○第４回総会開催のご報告
令和７年３月１日に開催した第４回総会では、議決事項３件について、全ての議案

が可決されました。組合員の皆様方には、慎重なご審議のうえ、ご議決を賜り、誠に
ありがとうございました。

（１）出席状況

議案 結果 賛成
賛成内訳

賛成率
挙手 議決書

議決第1号 令和６年度補正収支予算について 承認 157 54 103 95.15%

議決第2号 令和７年度収支予算について 承認 161 58 103 97.57%

議決第3号 事業計画の変更(第２回)について 承認 160 59 101 96.96%

権利数 出席率

出席及び委任状 61

67.90%議決権行使書 104

合 計 165

（３）各議案の審議結果

①組合員数 243名

②当日出席者

（２）総会次第

（４）質疑応答・意見

Ｑ．予算内訳書の予備費について、令和６年度補正収支予算では３割、令和７年度
予算では５割になっています。どのような使途になるのでしょうか。

Ａ．令和６年度と７年度は保留地処分金として各年度約２０億円の収入があります。
支出予算に対して収入予算額が大きいため、支出予算以外を予備費としています。
決算において支出が確定したあと、次年度に繰り越すことになります。

（予算書内訳書についてのご意見）予算内訳書には繰越金という項目もあり、使う
金額と繰り越す金額を分かりやすく整理いただけたらありがたいと思います。

Ｑ．戸田建設の立替金精算に関して、今後も立替が生じることがあるのでしょうか。

Ａ．令和６年度で全て精算し、今後生じることはありません。

Ｑ．和光高校の校舎はどのように扱われるのでしょうか。

Ａ．組合事業では、敷地の変更のみを行います。必要に応じて塀や囲いの撤去を行
うほか、国道２５４号バイパスがかかる体育館と部室棟の撤去を行います。校舎に
ついては、所有者である県の管理のなかで物事が進んでいくと思われます。



［和光北インター東部地区土地区画整理組合事務所（株式会社サポート和光営業所内）］
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QRコード

土地に関する名義等に変更があったら(権利変動届・代表者選任届の提出について）

権利の移転による名義変更など、権利者に変更が生じた場合は権利変動届を事務局
までご提出ください。
また、所有権又は借地権をそれぞれ共有することになった場合は、共有者のうち代

表者を指定し、組合にその旨を届出ていただく必要があります。
なお、届出様式については、組合事務所で配付または組合のホームページ

(https://wakokita-east.com)からもダウンロードいただけます。
内容により、仮換地指定の変更が必要となる場合があります。詳細は事務局までお

問い合わせ下さい。

ホームページ

QRコード

建築行為等には組合への届出が必要です（土地区画整理法第７６条の規制区域）

建物の新築、増改築や土地の区画形質の変更等につきましては市の許可が必要です。
申請時は組合へ申請書のご提出をお願いします。建物の新築、増改築等をお考えの方
は、組合までご連絡・ご相談下さい。
なお、申請様式については組合ホームページよりダウンロードいただけます。

和光市では、本地区を核とした和光北
インター周辺地域を対象に、賑わいあふ
れる未来志向の魅力的なエリアとするた
め、「イノベーション×ウェルネス」を
まちづくりコンセプトとして定めたとい
うことです。
和光市より本組合へ、この取り組みへ

の参画の呼びかけがあり、組合員の皆様
には、今後の組合だよりや、総会にて内
容をお示ししていきます。

和光市作成「和光北インター周辺地域のまちづくりコンセプト(R6.10.3)」より抜粋

（５）説明事項<和光北インター周辺地域のまちづくりコンセプトについて>


